
No.16

項 目

目標年度
―

平成27年度
平成27年度

見込額
650

650

325

325
0.48
0.48

7件
1,625ａ

農業環境保全事業

0.17
0.17

嘱託員

325

325
0.48

116

臨時職員等

職員

森　隆
 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

政策

平成24年度
決算額

項目
平成25年度

予算額

232 650

650

補助金

232

農林水産部農政課所管部課名
根拠法令等

650128

650

325

64

0.21 0.48

325
0.48

特筆すべき事項等 国庫事業であるが、事業見直しの対象となっている。

116

平成23年度
決算額

128

平成26年度
見込額

担当者

要員配置状況 0.21

成果指標の推移

64

事務事業費

事業開始年度

地域力を発揮し産業活力を創出する
まちづくり

農業環境保全事業

0.48

施策

園芸振興費農林水産業費

■ ソフト事業　　　　□ 建設・整備事業　　　　□ 施設管理　　　　□ 内部管理

自然環境の保全及び公害対策小施策

農業の振興

活動実績・計画 6件 5件 7件 7件
1,625ａ

経
費
及
び
指
標
の
推
移

国・県支出金
その他
一般財源

579ａ 1,625ａ313ａ

予算
科目
等 事項

款
会計

概要 　農業分野において環境に配慮した取組者に対して活動支援を行う。

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

事
業
の
内
容

農業費
一般会計

細事項園芸振興育成事業費

財
源
内
訳

平成25年度 評価表 ［単位：千円、人］

目標値

1,625ａ

　環境保全型農業に取り組む農業者

　補助金を交付

　環境に配慮した農業の取組を行う。

対象（誰を、何を対象
とする事業か）

手段（市がどのような
活動をするか）

意図（どのような目的
で事業を行うか）

平成２３年度

指標名

事業取組面積（ａ）
活動指標
成果指標

事業交付件数 7件

事業の種類

一体化躍動プラン
重点施策
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資料２



外
部
評
価
（
二
次
）
結
果

　

（上記選択の理由）

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

上記方向の理由
　本事業が継続する間は、活用したい。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

（上記選択の理由）

（上記選択の理由）
　国庫事業により

（上記選択の理由）
　国庫事業により

（上記選択の理由）
　国庫事業により

事業費の削減余地

市が関与すべき妥当性 ■ 市が関与すべき　　　□ 民間でも可能　　　□ 民間で実施すべき

 □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

　国庫事業により

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

今後の改革の方向性

要員配置の削減余地  □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

　３　事務事業の視点別評価 （Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

効
　
率
　
性

対象・手段の妥当性 　■ 妥当である　　　□ 改善の余地はある　　　□ 妥当ではない

有
　
効
　
性

成果の達成度 □ 達成度はかなり高い　　■ 達成度はやや高い　　□ 達成度は低い

成果の向上余地 □ 余地がかなりある　■ 余地がある程度ある　□余地はほとんどない

（上記選択の理由）
　国庫事業により

　多くの生産者が、継続して取り組むことが望ましい。

まとめ（補助金等評価を含む。）

　□高い　　　　□低い
妥当性　　⇒
効率性　　⇒
有効性　　⇒

□ 休止　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い
今後の改革の方向性

□ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

事務事業の視点別評価

□ 休止　　　　　　　　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い

　４　事務事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

■ 現状のまま継続

　特になし
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NO.

千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

□運営補助のみ ■事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 □その他

補助対象事
業・活動の内
容

182.1%
自己資金/前年度自己資金

計 0 127,200 100.0% 231,600

交付件数 6件 5件

補助対象者

補助対象経費

支出計/前年度支出計

担当者農林水産部農政課 森　隆

根拠法令 環境保全型農業直接支援対策実施要綱、薩摩川内市農林水産部関係補助金等交付要綱

１年以上５年以下

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0%

特
記
す
べ
き
事
項
等

①　広報、ホームページ、チラシに加え、生産者への周知を積極的の行い説明会を実施した。
②　該当なし
③　該当なし
④　該当なし
⑤　特になし
⑥　申請件数に応じて検討する。
⑦　該当なし

成果指標の推移①
成果指標の推移②

6人
318ａ

5人
579ａ

0.0%

0.0%
0.0%

（翌年度繰越金）

231,600
人件費 0.0%

支
出

事業費 127,200 100.0%

その他事務費

0.0%

0.0%

計 0 127,200 100.0% 231,600
（前年度繰越金） 0.0%

0.0%
市補助金 127,200 100.0% 231,600

金額（円） 割合（％） 金額（円）

寄付金・その他助成 0.0%
事業収入 0.0%

収
入

自己資金 0 0 0.0%

補助金額又は
補助率

４千円／10ａ

補助金額又は補
助率の積算方法

取組面積（ａ）×４千円／10ａ

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円）

0
会費収入 0.0%

割合（％）

生産費の一部

環境保全型農業に取組生産者に対して、面積に応じて補助金を交付する。

成果指標①

一般財源 その他の内容

325 325

平成25年度
予算額

650 千円

国県支出金 その他

目標年度

平成27年度

目標値

7人

指標名

申請者数（人）

成果指標② 取組面積（ａ）

16-1

所管部課名

補助経過年数

平成25年度

事務事業名 環境保全事業

環境保全型農業に取り組む農業者

1,625ａ 平成27年度

農地・水・環境保全向上営農活動支援事業補助金 評価表
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

B

B

B

B

B

B

B

B

　国が試算したものであるため

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

　次のいずれかに該当するものである。

　地球温暖化防止、生物多様性保全について
は、市民ニーズであると考えているため

　行政以外からの支援は考えにくいため

〈補助金の見直し結果〉

　事業対象外の作物についても、同様の取り組
みをされているため

　国が策定した事業で、類似する支援事業はな
いため

　国が策定した事業であり、妥当であると考え
られるため

評価した内容についての説明
（合致しない理由や課題を含む）

　地球温暖化防止、生物多様性保全に貢献する
といわれているため

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられるなど、明らかに
半永続的・固定的な補助にはならないと見込ま
れる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

B

項　　目

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=合致しない】

適
格
性
及
び
妥
当
性

　自主的に取り組まれている生産者で、事業の
有無に関わらず継続されると考えられるため

　環境保全型農業の取組は、普通栽培と比較し
て生産量が不安定で、管理作業に手がかかるこ
とに対する救済処置と考えられるため

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性
■ 現状のまま継続
□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　□縮小
□ 休止
□ 廃止

上記方向の理由
　国庫事業であり、継続する間は、活用したい。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
　特になし

必
要
性

有
効
性

要件

公
益
性

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の
団体等に一定の補助を行うことが直ちに必要で
あると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服
等の観点から、当面、補助を通じた行政の支援
が必要であると認められる。

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

- 4 -



ll ll ll
ll ll ll ll ll ll

ll ll ll
ll ll ll

llllll

ll ll ll
ll ll ll

llllll
ll ll ll

ll ll ll
llllllll ll ll

ll ll ll
llllll

llllll
ll ll ll

ll ll ll
llllll

ll ll ll
ll ll ll

llllll

ll ll ll
ll ll ll

llllllll ll ll
ll ll ll

llllll

ll ll ll
ll ll ll

llllll llllll

- 5 -



- 6 -



H22 H23 H24

H24

H23

- 7 -



http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/index.html
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